
電話番号

②成果参考指標の目標（実績）と施策の現状、及びその評価

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 113.0 123.0 133.0 127.0 目標値 80.0 80.0 80.0 80.0

取組目標値 取組目標値

実績値 103.0 110.0 119.0 実績値 89.1 100.0 83.3

達成率 － 97.4 96.8 － ％ 達成率 － 125.0 104.2 － ％

目標値 目標値

取組目標値 取組目標値

実績値 実績値

達成率 － － － － ％ 達成率 － － － － ％

③評価時点での施策目的に対する現状

④総合的な評価

⑤課題の認識

⑥今後の取組みの方向性

事務事業所管部局長
（幹事部局）

健康福祉部長　吉川敏彦 0852-22-6320

・平成2９年度の児童相談件数は、児童相談所2,244件、市町村825件、新規児童虐待認定件数は、309件で、年度ごとの変動があるものの、
   300件前後で横ばいの状況で推移している。
・平成27年3月に「島根県社会的養護体制推進計画」を策定し、「家庭的養護の推進」「専門的ケアの充実及び人材の確保・育成」「自立支援の充実」
   などを柱とした今後の方向性を定め、施設の小規模化などを計画的に推進している。（データ：里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託44人
   （平成30年3月31日現在 ）、乳児院19人、児童自立支援施設15人、児童養護施設1１0人、児童心理治療施設12人（平成30年4月1日現在 ））
・ひとり親家庭の自立支援については、県母子会・市町村・ハローワーク等労働関係機関や民間企業との連携によるきめ細やかで継続的な就労支援
　により、平成29年度において20人の就業につながった。また、厳しい雇用情勢を背景に、母子父子寡婦福祉資金利用者は毎年900人前後、
   貸付額は4.5億円程度が続いており、中でも子の進学関係の貸付が件数、金額ともに9割を超えている。

施策評価シート 評価実施年度： 平成３０年度

里親登録数（累計）
世帯 就業支援により就職に結

びついたひとり親世帯の
割合（年間）

目的

その理由

施策Ⅱー４ー４　子育て福祉の充実

○虐待を受けているなど保護が必要な子どもやその家庭への相談・支援体制を充実し、子ども達の権利を守り、社会への自立に向けた支援を進めるとともに、ひ
とり親家庭等の生活・経済面での自立支援を進めます。

数値目標

成果参考指標の実績
等の補足説明（任意
記載）

・里親登録数については、親族里親５世帯を含めると平成29年度末で124世帯となった。（今後、毎年１０世帯の増を目標とするが、平成３１年度は
   ５年に１度の更新年度にあたり、更新をしない里親も見込まれることから平成３１年度における目標値を１２７世帯とした。）
・ひとり親家庭の自立支援については、平成2９年度は、無料職業紹介を行った１３人のうち１１人が、また、自立支援プログラムを策定した１１人の
   うち９人が就業につながり、就業支援により就職に結びついた割合は、83.3％（20／24人）となった。（計画策定時の過去の実績
　（平成23～２６年度）の平均が79％であったことから、現状以上である80％以上を目指す。）

評価時点で施策目的
に対する現状
（客観的事実・データなどに
基づいた施策の現状や取組状
況）

数値目標

定性目標

平成28年度～平成31年度

①施策の目的等

施策の名称

（１）平成３１年度
末の施策目的の達成
状況（予測）
Ａ:達成できる
Ｂ:概ね達成できる
Ｃ:達成は困難

判断 その理由（④の「判断」と異なる「判断」の場合のみ記載）

B

（２）施策の目的達
成に向けての課題

・児童相談については、複雑・困難化している相談内容に適切に対応するため、平成28年6月に公布された改正児童福祉法に基づき、児童相談所と
   市町村との役割分担や連携を明確にするとともに、それぞれの機能を一層充実強化していく必要がある。
　また、児童虐待の防止、早期発見・対応にむけ、引き続き県民に対する啓発を行うとともに関係機関と連携していく必要がある。
・社会的養護については、平成27年３月に策定した「島根県社会的養護体制推進計画」に基づき、家庭的養護の推進、被虐待児や発達障がいを
   有する児童など特性に応じたケア体制の充実、処遇環境の整備等を行っていく必要がある。
・社会的養護が必要な児童をできるだけ家庭的な環境の中で養育するため里親委託を促進することとしているが、そのためには里親登録数を増やして
   いくとともに、広く県民に対して里親に対する理解を求めていく必要がある。また、里親の孤立感や負担感を軽減させるため、里親支援を充実する
   必要がある。
・ひとり親家庭の自立支援については、各種支援制度を周知するほか、厳しい経済・雇用情勢が続く中、生活安定や就業に結び付くよう、関係機関との
   連携強化やニーズに合った支援を検討していく必要がある。

課題解決に向けての
今後の取組みの方向
性

・児童相談については、引き続き、専門職員の計画的な採用や研修の充実により、児童相談所の相談支援機能の強化を図る。
・児童福祉法の改正を受け、各市町村がその役割を適切に行うことができるよう、市町村職員及び要保護児童対策地域協議会構成員を対象とした市町村
　職員等専門研修などを引き続き実施し、専門性の向上を図るとともに、各市町村の実情に応じた支援を行い、市町村の相談支援体制の強化を図る。
・児童虐待防止については、国の緊急総合対策を踏まえ、虐待の早期発見・対応に向けて関係機関と連携強化を図る。
・社会的養護については、引き続き、里親委託の推進、施設の小規模化・地域分散化、児童の特性に応じたケア体制の充実などを計画的に推進する。
・国が示した「新しい社会的養育ビジョン」を参考に、「島根県社会的養護体制推進計画（平成27年３月策定）」の見直しを行う。
・わかたけ学園については、早期の施設整備に向けて取り組んでいく。
・里親については、法改正の趣旨を踏まえ、一層の里親委託促進に向け里親登録数を増やすため、里親会、児童相談所、市町村などの関係機関が
   連携し、里親制度の普及・啓発を行うとともに、里親支援体制を強化し、相談支援や交流会、養育知識・技術の向上に向けた専門研修の実施など
   里親支援の充実を図る。
・ひとり親家庭の自立支援については、生活安定や就業を促進するため、各種支援制度を周知するとともに、就業相談支援員と各市町村母子父子自立
   支援員、ハローワークなど関係機関との情報共有や連携強化を図る。
・ひとり親家庭の実態把握を行い、必要な支援を実施する。

％

評価時点での総合的
な評価

Ａ:順調に進んでいる
Ｂ:概ね順調に進んでいる（見
直す点がある）
Ｃ:あまり順調に進んでいない

・児童相談については、相談内容が複雑・困難になってきており、児童相談所や市町村の児童相談支援体制の充実を
    図る必要がある。
・社会的養護体制については、里親委託の推進や、計画的に施設の小規模化・地域分散化、ケア体制の充実を図る
　必要がある。
・里親登録者数については、目標値を下回っているが、広報啓発活動などの実施により、増加している。
　一方、家庭養育を支援の中心とする流れから、登録者数のさらなる確保が必要である。
・ひとり親家庭の自立支援については、引き続き、市町村や関係機関と連携しながら、生活の安定や就業支援に向けた
　取組みを強化していく必要がある。

B

判断



②総合発展計画に定める成果参考指標の目標（実績）

項番 年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 単位

目標値 113.0 123.0 133.0 127.0

取組目標値

実績値 103.0 110.0 119.0

達成率 － 97.4 96.8 － ％

目標値 80.0 80.0 80.0 80.0

取組目標値

実績値 89.1 100.0 83.3

達成率 － 75.0 95.9 － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

目標値

取組目標値

実績値

達成率 － － － － ％

10

9

12

11

8

施策評価シート別紙１（５以上の成果参考指標がある場合のみ記載）

施策の名称 施策Ⅱー４ー４　子育て福祉の充実

指標名等

5 里親登録数

世帯数

6
就労支援により、就職に結びついた
ひとり親世帯等の割合

％

7



（単位：千円）

1 63,398 76,766
青少年家庭
課

2 154,609 170,124
青少年家庭
課

3 1,164,861 1,366,909
青少年家庭
課

4 93,102 109,426
青少年家庭
課

5 13,891 27,231
青少年家庭
課

6 91,394 100,350
青少年家庭
課

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

施策評価シート別紙２（事務事業一覧）

身近なところで相談できるとともに、適切な支援が受けられる。

施設において保護・養育を行う。

自立の促進と生活の安定を図る。

自立の促進と生活の安定を図る。

児童の心身や養育上の問題を軽減する。

個別的な生活支援・自立支援を行うことができる家庭的環境での養育を受ける。

施策Ⅱー４ー４　子育て福祉の充実

所管課名

施策の名称

前年度
事業費

目的（意図）事務事業名
今年度
事業費

子どもと家庭相談体制整備事
業

子どもと家庭特定支援事業

施設入所児童支援事業

里親委託児童支援事業

母子家庭等自立支援事業

母子家庭等経済支援事業


